
最高裁秘書第3488号

令和3年11月15日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 h
ｻ

司法行政文書開示通知書

10月13日付け（同月15日受付，第030582号）で申出のありました司

法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1）決裁票（両面で1枚）

（2）審査公報掲載文原稿用紙（片面で11枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の(1)の文書には，個人識別情報（裁判所職員の印影）が記載されており， こ

の情報は，行政機関情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当すること

から， この情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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件
名

最高裁判所裁判官国民審査公報掲職文について 文書番号

最高裁広第262号

伺
い
文

別添のとおり送付してよろしいか。

起
‐
案
一
分
類
名
称
一
取
扱
区
分

起案日 令和3年10月19日

部署

最高裁判所最高裁判所
事務総局広報課広報課企
画係
一

鰯
一
鮒

－

園部友希■■■
－

大分類 (企画）庶務（事務）

中分類 外部対応

名称(小分類） 別紙2参照

秘密区分

秘密期間終了日

指定事由 ．

｜
決
裁
一

施
行
一
格
付
け
一
保
存

受付日

決裁処理期限日

決裁日

施行処理期限日

施行日

施行先

施行者

取扱上の注意

機密性格付け

取扱制限

行政文書保存期間

保存期間満了時期

Ry. /＠,/ソ

尺3， 'α'ソ

中央選挙管理会委員長

5年

令和9年3月31日

決
裁
・
供
覧
欄

秘

広 課長補佐

イ

備
考
．
欄

①



し」 －ﾄー

審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

略
歴

東
京
都
生
ま
れ
。
練
馬
区
立
大
泉
耐
小
学
技
．
大
泉

第
二
中
学
校
、
都
立
富
士
夷
等
学
筏
を
経
て
、
東
京

大
学
法
学
部
を
卒
業
。

昭
和
五
七
年
四
月
判
事
補
任
官
以
彼
、
東
京
地
裁
、
函
館
地
家
裁
、
↑

公
害
等
鯛
整
美
貝
会
事
務
局
に
勤
務
。

平
成
四
年
四
月
判
事
任
官
以
後
、
福
岡
痛
裁
那
覇
支
部
、
東
京
地

裁
、
東
京
商
裁
の
判
事
と
し
て
勤
務
す
る
と
と
も

に
、
法
務
省
民
耶
局
参
卒
官
、
大
臣
官
房
参
事
官
、

大
臣
官
房
春
眠
宙
．
司
法
法
制
部
長
を
務
め
る
。

二
三
年
一
月
東
京
地
賦
判
亭
部
総
括

二
四
年
九
月
法
務
省
民
事
局
長

二
七
年
一
○
月
東
京
痴
敵
判
事
邸
総
括

二
八
年
二
月
さ
い
た
ま
地
裁
所
長

二
九
年
三
月
東
京
高
裁
長
官

三
○
年
一
月
最
商
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
漣
判

一
平
成
三
○
年
一
二
月
一
九
日
大
法
廷
判
決

平
成
二
九
年
一
○
月
二
二
日
施
行
の
衆
議
院
錘
貝
鍵
選
挙
に
つ
い
て
、

小
選
挙
区
選
出
譲
貝
の
選
挙
区
割
り
は
、
憲
法
の
投
票
価
値
の
平
等
の
要

求
に
反
す
る
択
態
に
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
公
職
選
挙
法
の
規
定
が
憲
法

に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
寺
き
左
い
（
多
数
意
見
）
。
◆

二
令
和
二
年
三
月
三
○
日
鮪
一
小
法
廷
判
決

タ
ク
シ
ー
労
働
老
の
歩
合
縮
の
計
算
に
当
た
り
残
桑
手
当
に
相
当
す
る

額
を
控
除
し
、
そ
の
上
で
残
業
手
当
が
支
払
わ
れ
て
も
、
残
乗
手
当
の
観

が
そ
の
ま
ま
歩
合
鞘
の
減
額
に
つ
な
が
り
、
歩
合
給
の
預
が
０
円
と
な
る

こ
と
も
あ
る
な
ど
の
判
決
で
示
す
事
情
の
下
で
は
、
労
健
基
準
法
三
七
条

の
割
増
賃
金
が
支
払
わ
れ
た
と
は
い
え
な
い
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
｝
、

三
令
和
二
年
三
月
一
八
日
大
法
廷
判
渋

令
和
元
年
七
月
二
一
日
施
行
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
つ
い
て
、
還

挙
区
選
出
議
員
の
襲
員
定
数
醍
分
規
定
は
、
牽
法
に
違
反
す
る
に
至
っ
で

い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
多
数
意
見
）
。

四
令
和
三
年
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決
・

市
憂
が
孔
子
を
祀
っ
た
施
設
の
所
布
法
人
に
敷
地
の
使
用
料
全
額
を
免

除
し
た
行
為
は
、
判
決
で
示
す
事
補
の
下
で
は
、
市
が
辱
定
の
宗
教
に
対

し
て
縛
別
の
便
益
を
提
供
し
、
こ
れ
を
援
助
し
て
い
る
と
廉
価
き
れ
て
も

や
む
を
得
な
い
も
の
で
、
竃
法
二
○
条
三
現
に
違
反
す
る
（
多
数
牽
見
）
。

五
令
和
三
年
五
月
一
七
日
第
一
小
法
廷
判
決

労
働
大
臣
が
石
綿
含
布
建
材
に
つ
い
て
労
働
安
全
衛
生
法
に
基
づ
く
規

刷
根
限
を
適
切
に
行
使
し
な
い
な
ど
の
判
決
で
示
す
亭
怖
の
下
で
は
、
国

は
、
屋
内
の
建
詮
作
柔
に
従
事
し
、
石
綿
粉
じ
ん
に
ば
く
銃
し
て
石
縄
関

連
疾
患
に
罹
患
し
た
労
働
者
及
び
一
人
瓠
方
に
対
し
、
損
害
賠
償
責
任
を

負
う
。
石
綿
含
有
建
材
の
製
途
販
売
メ
ー
カ
ー
が
石
綿
肴
じ
ん
の
危
険
性
等
を

建
材
に
表
示
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
な
ど
の
判
決
で
示
す
事
情
の
下
で

は
、
メ
ー
カ
ー
は
、
石
縄
粉
じ
ん
に
ば
く
露
し
て
石
絶
関
連
疾
患
に
優
息

し
た
大
工
ら
に
対
し
、
民
法
七
一
九
条
一
現
後
段
の
類
推
適
用
に
よ
り
捌

害
賠
償
責
任
を
負
う
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
）
．

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
蝿
が
夫
又
は
妻
の
氏
の
い
ず
れ
か
を
称
す
る
と
錘
定
す
る
民
法
七
五

○
条
及
び
こ
れ
を
受
け
て
鮒
姻
後
に
夫
蝿
が
称
す
る
氏
を
婚
鯛
届
の
必
要

的
記
載
事
覗
と
し
て
い
る
戸
緒
法
七
四
象
一
号
は
、
竃
法
二
四
条
に
遮
反

し
な
い
（
多
数
憲
見
、
補
足
意
見
付
加
）
。

叙
判
官
と
し
て
の
心
構
え

《
最
終
審
か
つ
法
律
春
蚕
あ
る
晶
高
裁
判
所
に
係
属
す
る
事
件
は
、
憲
法
や

法
律
の
解
釈
を
巡
り
見
解
の
対
立
す
る
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
当
事
者
の
圭

謹
を
領
聴
す
る
と
と
も
に
、
社
会
の
状
況
や
国
民
の
意
繊
の
変
化
を
蹄
ま
え

て
、
公
正
か
つ
妥
当
な
解
決
を
導
く
た
め
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
腫
よ
る
べ
き

か
を
探
求
す
る
姿
勢
で
事
件
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

最
高
裁
判
所
判
事

み
や
ま
た
く
や

深
山
卓
也

１
－十

昭
和
二
九
年
九
月
二
日
生

裁判官深山卓也

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければな‘らない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

略
歴

香
川
県
綾
歌
悪
（
現
高
松
市
）
国
分
寺
町
と
い
う
段
々

技
の
小
さ
な
田
ん
ぼ
が
速
な
る
山
あ
い
の
の
ど
か
な

地
域
で
、
中
学
校
の
数
学
教
師
の
次
男
と
し
て
生
ま

れ
育
ち
、
同
町
立
国
分
寺
南
部
小
学
校
、
同
町
立
国

分
寺
中
学
校
（
軟
式
一
ご
頁
部
）
を
経
て
、
香
川
県

立
海
松
商
等
学
校
（
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
部
）
を
卒
業

昭
和
五
五
年
三
月
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

同
年
四
月
司
法
修
習
生
（
三
四
期
、
大
阪
で
実
務
修
習
）

五
七
年
掴
月
弁
蔑
士
登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）
・

平
成
一
六
年
六
月
株
式
会
社
ニ
フ
コ
社
外
監
垂
役

一
七
年
一
○
月
東
京
大
学
法
料
大
学
院
降
節
（
倒
産
処
理
研
究
）

二
○
年
四
月
第
一
東
京
弁
硬
士
会
副
会
長

二
一
年
二
月
法
務
省
法
制
審
議
会
民
法
（
債
棺
関
係
〉
部
会
饗
員

二
二
年
七
月
日
本
弁
護
士
連
合
会
倒
産
法
制
等
検
討
饗
員
会
委
貝

長

二
三
年
六
月
全
国
農
業
笹
同
紐
合
遷
合
会
経
営
管
理
委
員

二
六
年
四
月
事
業
再
生
研
究
機
棒
代
表
理
事

二
七
年
四
月
日
本
弁
硬
士
連
合
会
副
会
長
」

同
月
第
一
東
京
弁
霞
士
会
会
長

何
年
六
月
株
式
会
社
三
井
住
友
釦
行
社
外
監
壷
役

二
八
年
八
月
日
本
公
鯉
会
計
士
協
会
品
質
管
理
春
眠
会
婁
貝

三
○
年
六
月
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
社
外
取
織
役

令
和
元
年
六
月
株
式
会
社
三
井
住
友
銀
行
社
外
取
締
役

三
年
九
月
最
高
裁
判
所
判
準

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
轆
な
裁
判

最
高
裁
判
馴
就
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
粋
に
記
す
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。

薮
判
官
と
し
て
の
心
婿
え

日
本
国
憲
法
七
六
条
三
項
の
『
す
べ
て
裁
判
官
は
や
そ
の
良
心
に
従
ひ
猿

立
し
て
そ
の
載
桓
を
行
ひ
、
こ
の
壷
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
」
を

常
に
念
頭
に
置
き
、
仕
那
碓
丁
心
と
き
の
梗
本
原
理
と
し
ま
す
心

そ
し
て
、
従
う
べ
き
「
良
心
」
の
充
実
・
向
上
に
日
々
努
め
、
「
独
立
」

は
す
る
が
独
善
に
陥
ら
な
い
よ
う
緋
に
自
寂
し
、
「
腫
相
」
行
使
に
当
た
っ

て
は
『
記
録
・
資
料
を
よ
く
睨
み
、
自
分
の
頭
で
よ
く
考
え
、
わ
か
り
や
す

く
自
分
の
意
見
を
言
い
、
同
僚
裁
判
官
と
多
面
的
で
深
み
の
あ
る
熟
議
を
尽

く
す
」
こ
と
を
信
条
に
、
一
つ
一
つ
の
事
件
に
全
力
で
取
り
組
ふ
ま
す
Ｐ

ま
た
同
牽
法
八
一
条
の
「
逓
寓
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
．
規
則

又
は
処
分
が
潅
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
推
限
を
右
ず
ろ
終

審
裁
判
所
で
あ
る
」
を
心
に
刻
み
、
こ
の
竃
法
上
の
職
責
を
適
切
に
全
う
し

ま
す
。

趣
味
な
ど

こ
こ
三
年
く
ら
い
で
す
が
、
山
歩
き
（
ト
レ
プ
キ
ン
グ
）
を
、
シ
ー
ズ
ン

に
は
月
二
回
を
目
標
に
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
丹
沢
ゞ
箱
根
・
奥
多
摩
・
秩
父

な
ど
関
東
周
辺
の
山
が
中
心
で
す
が
、
羊
跨
山
◇
斜
里
岳
・
羅
臼
岳
、
屋
久

島
（
掘
文
杉
）
、
．
妙
商
山
な
ど
も
印
欺
に
残
っ
て
い
ま
す
。

三
○
年
以
上
続
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
チ
ュ
ー
リ
ブ
プ
（
毎
年
一
○
○

個
く
ら
い
槙
え
ま
す
）
、
バ
ラ
（
今
の
凧
バ
ラ
は
パ
パ
メ
イ
ア
ン
）
、
嵯
峨
朗

を
定
番
と
し
た
プ
ラ
ン
・
タ
ー
で
の
花
栽
培
が
あ
り
ま
す
。
二
○
二
一
年
は
、

余
っ
た
種
を
プ
ラ
ン
タ
ー
ま
わ
り
の
地
面
に
ば
ら
ま
い
た
と
こ
ろ
、
朝
顔
が

大
群
生
し
ま
し
た
。

弁
護
士
時
代
、
日
本
民
事
詐
訟
法
学
会
．
恩
税
法
学
会
、
金
融
法
学
会
に

加
入
し
、
研
究
報
告
も
き
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

競
高
裁
判
所
判
事

お
か
叢
ざ
あ
き

岡
正
晶

１
丁

‐
〒

昭
和
三
一
年
二
月
二
日
生

裁判官岡正晶

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

略
歴

東
京
都
生
ま
れ
。
練
馬
区
立
大
泉
南
小
学
校
、
錬
房

区
立
大
泉
第
二
中
学
校
を
経
て
、
東
京
軟
育
大
学

（
現
・
筑
波
大
学
）
附
属
高
等
学
牧
を
卒
業
。

昭
和
五
三
年
三
月
東
京
大
学
法
学
部
卒
案

同
年
四
月
東
京
大
学
法
学
部
助
手

五
六
年
七
月
東
京
大
学
法
学
部
助
敏
授

五
八
年
八
月
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
客
員
研
究
員

五
九
年
八
月
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
客
員
研
究
貝

平
成
二
年
七
月
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
客
員
教
授

六
年
八
月
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
戟
授

一
○
年
九
月
ジ
ａ
１
ジ
タ
ウ
ン
大
学
客
員
研
究
貝

一
三
年
四
月
放
遥
大
学
大
学
院
主
任
鱗
師
兼
客
貝
軟
授
を
差
任

同
年
一
○
月
日
本
公
法
学
会
理
事

一
六
年
四
月
東
京
大
学
公
共
政
策
大
挙
院
敦
授
を
兼
担

一
八
年
七
月
関
税
等
不
服
審
交
会
関
種
・
知
的
財
産
分
科
会
都
会

長

二
二
年
三
月
雑
務
省
代
表
自
治
紛
争
処
認
委
貝

二
三
年
一
○
月
東
ア
ジ
ア
行
政
法
学
会
忍
亭

二
六
年
一
月
Ｉ
Ｔ
鋒
合
戦
略
本
部
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
に
閲
す
る

検
討
会
座
丑

二
六
年
二
月
内
閲
府
独
占
禁
止
審
交
手
続
懇
談
会
座
長

同
年
三
月
東
京
都
傭
報
公
開
・
個
人
愉
報
保
護
審
談
会
会
長

同
年
四
月
神
奈
川
県
憎
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
謹
会
会
長

二
八
年
二
月
人
率
院
交
潔
審
査
会
会
長

同
年
四
月
国
立
国
会
図
杏
館
資
料
利
用
制
限
審
壷
会
会
長

同
年
－
０
月
浦
費
者
庁
梢
費
者
安
全
国
交
委
貝
会
婁
日
長

三
○
年
七
月
内
閣
府
公
文
書
管
理
要
具
会
婁
員
長

三
一
年
三
月
量
高
裁
判
所
判
事

最
高
戴
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

｜
令
和
二
学
六
月
三
Ｏ
日
誌
三
小
法
廷
判
浅

ふ
る
さ
と
納
我
制
度
に
係
る
告
示
に
お
け
る
寄
附
金
の
寡
集
及
び
受
領

に
つ
い
て
定
め
る
部
分
は
述
法
と
し
た
（
全
貝
一
致
）
、

二
令
和
二
年
・
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
決

醤
膿
院
鰻
員
通
常
選
挙
時
の
銀
員
定
数
麗
分
規
定
の
下
で
の
選
挙
区
間

に
お
け
る
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
運
憲
で
あ
っ
た
と
す
る
反
対
章
見
を
述

べ
た
。

三
令
和
二
年
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決

普
通
地
方
公
共
団
体
の
誰
会
の
譲
員
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適

否
は
司
法
審
交
の
対
象
に
な
る
（
全
貝
一
致
、
袖
足
意
見
付
加
）
。
・

四
令
和
二
年
言
一
月
二
二
日
第
三
小
法
廷
浅
定

再
群
爾
求
を
素
却
し
た
原
決
定
に
つ
い
て
、
再
審
開
始
す
べ
き
と
の
反

対
意
見
を
述
べ
た
。

五
令
和
三
年
六
月
一
五
日
第
三
小
法
廷
判
洪

刑
事
施
設
の
銭
収
容
者
が
収
容
中
に
受
け
た
砂
療
爬
関
す
る
保
右
個
人

捕
報
は
、
行
政
捜
関
個
人
涜
報
保
護
法
に
基
づ
く
開
示
謂
求
の
対
象
に
な

る
と
し
た
（
全
貝
一
致
、
裁
判
長
、
補
足
意
見
付
加
）
。

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
姻
同
氏
を
装
務
付
け
る
民
法
七
五
○
条
及
び
夫
蝿
が
称
す
る
氏
を
峨

姻
届
の
必
要
的
髭
載
亭
項
と
す
る
戸
箱
法
七
四
条
一
号
の
規
定
は
憲
法
二

四
条
に
違
反
す
る
と
い
う
反
対
恵
見
を
述
べ
た
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
鋼
え

大
学
を
卒
柔
し
て
以
来
、
四
○
年
以
上
に
わ
た
り
、
法
律
学
の
研
究
教
育

に
鋸
わ
る
と
と
も
に
、
春
眠
会
等
で
様
々
な
法
律
・
条
例
の
制
定
・
改
正
作

粟
に
従
事
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
判
例
を
批
評
す
る
立
猫
で
し
た

が
、
裁
判
を
す
る
侭
に
立
つ
と
、
そ
の
責
任
の
重
さ
に
身
が
引
き
締
ま
る
毎

日
で
す
。
橡
々
な
章
見
に
難
虚
に
耳
を
傾
け
、
一
つ
一
つ
の
泰
件
を
真
筆
に

検
肘
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

』
一
回
最
填
判
翻
事
か
。
や

愚
二
宇
賀
克
也

齢
”
緬
臺
・
篭
凋
三
。
壁
一

_L
I 十

裁判官宇賀克也

備 考
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審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

|鶴f
1 、 ？， 、茎

鐵鰯
堺鑪

国 ：
聖 判
景 事

直徹§

路
旺

和
軟
山
県
田
辺
市
生
ま
れ
◇
地
元
の
小
学
校
．
中
学

校
、
和
歌
山
県
立
田
辺
富
枝
を
経
て
、
東
京
大
学
法

学
邸
を
卒
食

昭
和
五
七
年
四
月
司
法
修
暫
生
・

五
九
年
四
月
検
事
任
官

以
後
、
札
幌
地
検
↓
札
幌
地
検
室
蘭
支
部
、
大
阪
地

検
、
大
津
地
検
、
法
葛
大
臣
宮
房
司
法
按
鯛
固
登

鄙
．
東
京
危
検
八
王
子
支
翻
、
・
東
京
地
検
の
各
検

事
．
焔
川
地
検
次
席
枚
事
．
最
高
検
亭
葛
取
扱
検
事

な
ど
と
し
て
動
務

平
成
二
０
年
九
月
東
京
地
検
交
過
郵
長

二
二
年
一
月
東
京
地
検
公
安
郁
長

同
年
七
月
東
京
地
検
輔
別
捜
交
鄙
長

二
四
年
七
月
福
日
地
検
検
事
正

二
五
年
七
月
東
京
地
検
次
席
検
事

二
六
年
七
月
東
京
宵
検
次
庫
検
事

二
八
年
九
月
．
東
京
地
検
検
事
正

二
九
年
九
月
仙
台
高
検
検
奉
長

三
○
年
七
月
次
長
検
事

令
和
二
年
七
月
東
京
高
桧
検
事
長

三
年
七
月
退
官

同
年
九
月
最
高
飲
判
厨
判
事

最
高
伍
判
所
に
お
い
て
聞
与
し
た
主
要
な
裁
判

最
高
戴
判
所
判
事
戟
任
彼
日
が
良
い
た
め
、
特
侭
記
す
べ
き
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。

画
判
官
と
し
て
の
心
構
え

息
は
．
＆
高
歓
判
所
判
事
に
任
官
し
て
閏
も
な
い
で
す
灘
電
高
裁
判
所

は
「
竃
法
の
香
人
」
と
も
呼
ば
れ
、
大
変
重
い
役
割
を
担
い
、
事
案
に
よ
っ

て
は
社
会
に
大
き
な
影
辱
を
与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
危
高
裁
判
所

の
判
事
の
一
人
と
し
て
、
戯
に
垂
い
責
任
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
瀞
に
軍
繊

し
な
が
ら
、
緊
頚
感
を
も
っ
て
職
葛
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
官
す
る
以
前
は
、
主
と
し
て
検
笈
の
現
泌
で
検
霧

宙
と
し
て
刑
事
事
件
に
撹
わ
り
玄
し
た
．
複
絶
困
丘
な
事
件
の
捜
壷
・
公
判

に
関
与
す
る
中
で
、
事
件
の
哀
相
解
明
に
必
要
な
専
円
的
知
嵐
を
集
得
し
て

さ
た
の
み
な
ら
ず
、
会
社
な
ど
組
繊
の
有
り
樺
や
事
件
の
脅
最
と
な
っ
た

祖
々
な
事
桐
に
関
し
て
も
学
ぶ
と
と
も
に
、
検
察
官
と
し
て
且
魯
の
判
断
に

連
す
る
た
め
に
い
ろ
い
ろ
な
観
慮
か
ら
考
え
、
知
皐
を
絞
っ
て
噂
ま
し
た
。

遍
高
敏
判
所
は
痩
化
が
箸
し
い
現
代
社
会
腱
お
い
て
、
往
々
の
観
怠
か
ら

検
肘
を
行
い
、
紛
争
解
決
の
た
め
に
適
正
妥
当
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
求
め

ら
れ
主
す
。
軽
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
検
察
官
と
し
て
の
経
敏
を
避
高
飲

判
所
判
事
の
、
務
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
画
い
取
責
を
果
た
し
．

公
平
・
公
正
で
紛
争
解
決
と
し
て
妥
当
な
飲
判
を
実
現
し
て
国
民
か
ら
の
期

待
と
信
碩
侭
応
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
も
事
件
の
当
事
肴
の
甘
い
．
分
臆
十
分
耳
を
傾
け
る
と
と
も

に
、
阿
僚
の
最
高
裁
判
所
判
事
と
の
評
蔵
の
中
で
思
考
を
深
め
な
が
ら
．
学

び
俵
け
る
立
磁
と
医
虚
な
姿
勢
で
錘
心
蝕
な
軟
移
を
遂
行
し
て
い
き
た
い
と

写
え
て
い
禽
寸
．

’

十
』

裁判官堺 徹

備 考

掲戟文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。
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審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

略
優

東
京
都
生
畜
れ
．
同
所
で
過
ご
す
。
東
京
軟
育
大
学

〈
現
・
筑
壌
大
学
〉
附
■
駒
埼
中
学
校
、
何
高
等
学

枚
を
経
て
、
東
京
大
学
法
学
部
を
卒
察

昭
和
五
五
年
四
月
司
法
修
習
生

五
七
年
四
月
判
事
補
任
官
以
後
、
東
京
地
裁
、
最
高
裁
民
事

局
、
厚
生
省
（
現
・
厚
生
労
働
堂
函
向
）
．
札
幌

荻
地
裁
に
勤
務
・
・

平
成
四
年
四
月
判
事
任
官
以
後
、
東
京
地
稜
、
鮫
商
裁
民
事
局
参

事
官
、
同
鳳
長
、
東
京
高
戴
、
東
京
地
裁
判
事
（
師

紘
括
）
、
司
法
研
修
所
軟
官
、
同
事
葛
局
長
を
務
め
る
。

二
一
年
八
月
赴
高
叙
民
事
局
長
兼
行
政
局
長

二
二
年
七
月
同
経
瑛
局
長

・
二
五
年
三
月
静
岡
地
裁
所
長
、

二
六
年
九
月
東
京
商
戴
判
事
（
鄙
総
括
｝

同
年
三
月
最
高
裁
功
席
国
表
官

三
○
年
一
月
東
京
高
裁
長
官
・

令
和
元
年
九
月
赴
高
裁
判
所
判
事

最
高
載
判
所
に
お
い
て
聞
与
し
た
主
要
な
載
判

一
令
和
二
年
三
月
二
四
日
第
三
小
法
廷
決
定

文
書
提
出
命
令
の
申
立
人
の
父
の
死
体
に
つ
い
て
司
法
警
察
載
貝
か
ら

確
定
の
冨
託
を
受
け
た
者
が
当
政
鐙
定
の
た
め
に
必
要
な
処
分
と
し
て
紋

判
官
の
許
可
を
受
け
て
し
た
当
政
死
体
の
解
剖
の
写
真
に
係
る
情
報
が
配

録
さ
れ
た
電
磁
的
配
録
媒
体
で
あ
っ
て
当
該
司
法
得
客
頂
員
が
所
氏
す
る

・
地
方
公
共
団
体
が
所
持
オ
る
も
の
は
、
民
呼
法
一
三
０
条
三
号
所
定
の
い

わ
ゆ
る
法
律
関
係
文
谷
に
蝕
当
す
る
〈
全
貝
一
致
、
裁
判
長
竜

二
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
決

令
和
元
年
七
月
一
二
日
施
行
の
参
餓
院
銀
貝
愚
挙
当
時
、
平
成
三
０
年

法
律
第
七
五
号
に
よ
る
改
正
笹
の
公
理
選
挙
法
一
四
条
。
別
塞
第
三
の
参

麟
院
（
遍
挙
区
週
出
）
簾
貝
の
殿
同
定
数
配
分
規
定
の
下
で
の
遷
挙
区
周

に
お
け
る
投
頚
衝
値
の
不
均
衡
は
、
遠
壷
の
問
題
が
生
ず
愚
極
度
の
著
し

い
不
平
辱
状
鰹
に
あ
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
．
同
規
定
が
憲
法
一
四
条
一

項
等
に
逮
反
す
る
に
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
ば
で
ｇ
な
い
室
嘉
書
雷
曇
。

三
令
和
二
年
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決

替
通
地
方
公
共
団
体
の
眠
会
の
餓
日
に
対
す
る
出
席
停
止
の
砿
侭
の
適

否
は
、
司
法
春
壷
の
対
象
と
な
る
（
全
員
一
致
》
．
・

四
令
和
二
年
一
二
月
二
二
日
第
三
小
法
猛
決
定

雨
わ
ゆ
る
袴
田
事
件
に
つ
い
て
の
）
再
審
購
求
を
泰
却
し
た
凧
渋
定

に
審
理
不
尽
の
遠
法
が
あ
る
｛
多
数
意
見
、
裁
判
長
）
。

五
令
和
三
年
七
月
三
○
日
鋪
三
小
法
廷
判
決

違
法
収
集
狂
提
と
し
て
狂
提
能
力
を
否
定
し
た
錦
一
審
の
豚
訟
手
錠
に

法
令
違
反
が
あ
る
と
し
た
原
判
決
に
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
震
っ
た
違
法

が
あ
る
く
全
貝
一
致
、
紋
判
長
）
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
構
え

事
件
に
多
角
的
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
そ
の
背
最
事
傭
や
経
緯
な

ど
か
ら
、
鯉
判
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
紛
争
や
恵
件
の
実
感
や
真
相
を
十

分
把
擾
し
、
そ
れ
に
適
合
す
る
解
決
や
判
断
を
す
る
よ
う
に
、
こ
の
二
年
間

の
執
務
に
お
い
て
努
力
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
薪
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
靭
に
よ
り
社
会
の
在
り
ょ
う
が
根
幹
か
ら
慶
容
を
迫
ら
れ
て
お

り
、
今
彼
に
予
想
さ
れ
る
こ
と
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
よ
り
桑
職
な
姿
勢

で
事
件
に
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
蛾
白
裁
は
、

害
面
審
理
が
基
本
で
す
が
．
法
廷
で
弁
薗
の
期
日
が
閲
か
れ
る
事
件
で
は
．

当
事
者
（
代
理
人
）
に
よ
る
活
発
な
弁
跨
が
さ
れ
る
よ
う
工
夫
を
Ｌ
て
い
ま

す
。
い
ま
だ
試
行
鵠
践
の
段
階
で
は
あ
り
ま
す
が
．
当
事
着
は
も
ち
ろ
ん
、

傍
睡
さ
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
も
分
か
り
や
す
い
審
理
と
な
る
よ
う
引
き
続

き
そ
の
工
夫
努
力
を
銃
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

一G－一一一マー◇勺

働
磯雷

最
高
裁
判
所
判
事

は
や
し
み
ち
は
る

林
道
晴

Ｉ
Ｔ

昭
和
三
二
年
八
月
一
三
日
生

－

裁判官林道晴

備 考
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受付年月日 年 月 日

略
歴

東
京
都
生
ま
れ
。
荒
川
区
立
尾
久
宮
前
小
学
校
・
尾

久
八
桧
中
学
技
、
郁
立
白
鴎
高
校
、
早
稲
田
大
学
法

学
部
を
卒
業
。
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
士

課
程
修
丁
。

昭
和
五
六
年
四
月
司
法
修
習
生

五
八
年
四
月
弁
護
士
登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

．
平
成
元
年
三
月
米
国
一
三
ｌ
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士
登
録

一
二
年
五
月
検
事
に
任
命
。
そ
の
後
、
法
務
省
刑
事
局
国
際
課
長
、

法
誇
告
大
臣
官
房
参
事
官
．
金
融
庁
証
券
取
引
等
監

視
委
員
会
事
務
局
国
際
・
慌
報
総
括
官
、
最
商
検
察

庁
検
事
な
ど
を
務
め
る
。

二
六
年
七
月
法
務
省
人
権
擁
護
局
長

二
八
年
八
月
浦
費
考
庁
長
官

令
和
元
年
一
○
月
最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
裁
判

一
令
和
二
年
－
０
月
二
三
日
第
二
小
法
廷
判
決

参
議
院
（
比
例
代
表
遺
出
〉
謎
貝
の
冠
挙
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
椿
定

枠
制
度
を
定
め
る
公
職
週
挙
法
の
規
定
は
、
憲
法
四
三
条
一
項
等
侭
違
反

す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
（
全
貝
一
致
、
裁
判
長
）
。

二
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
廷
判
決

令
和
元
年
七
月
施
行
の
参
議
院
醸
貝
通
常
選
挙
当
吟
、
公
威
選
挙
法
の

参
議
院
（
遜
挙
区
選
出
）
縦
貝
の
避
員
定
数
鹿
分
規
定
の
下
で
の
選
挙
区

間
に
お
け
五
投
票
価
値
の
不
均
衡
は
違
潅
の
問
題
が
生
ず
る
程
度
の
著
し

い
不
平
等
状
態
に
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
．
同
規
定
は
憲
法
一
四
条
一
項
等

に
違
反
す
る
に
至
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
（
多
数
査
見
）
。

三
令
和
二
年
二
月
二
五
日
大
法
廷
判
決
普
通
地
方
公
共
団
体
の
譲
会
の
蟻
貝
に
対
す
る
出
席
停
止
の
懲
罰
の
適

否
は
．
司
法
審
交
の
対
象
と
な
る
と
し
た
（
全
員
一
致
）
。

四
令
和
三
年
二
月
一
日
舗
二
小
法
廷
決
定

厩
磁
的
記
録
を
保
管
し
た
記
録
媒
体
が
サ
イ
パ
ー
犯
罪
に
閃
す
る
条
約

の
締
約
国
に
所
在
し
、
同
記
録
を
開
示
す
る
正
当
な
権
限
を
布
す
る
者
の

合
法
的
か
つ
任
意
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
国
陳
捜
交
共
助
に
よ
る
こ
と

な
く
同
記
録
媒
体
へ
の
リ
モ
ー
ト
ア
ク
セ
ス
及
び
同
記
録
の
複
写
を
行
う

づ

こ
と
は
許
さ
れ
る
と
し
た
．
（
全
員
一
致
）
。
．
・

五
令
和
三
年
二
月
二
四
日
大
法
差
判
決

市
長
が
栃
市
公
園
内
の
国
公
有
地
上
に
孔
子
等
を
祀
っ
た
施
股
を
所
布

す
る
一
般
社
団
法
人
に
対
Ｌ
て
同
施
詮
の
敷
地
の
使
用
料
を
全
額
免
除
し

た
行
為
は
、
憲
法
二
○
条
三
項
の
禁
止
す
る
宗
敏
的
活
動
に
該
当
す
る
と

し
た
（
多
数
彦
星
。
・

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
蝿
は
鯆
姻
の
願
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
夫
又
は
妻
の
氏
を
称
す
る

と
す
る
民
法
七
五
○
条
及
び
夫
婦
が
称
す
る
氏
を
鐇
姻
届
の
必
要
的
記
載

事
項
と
定
め
た
戸
籍
法
七
四
条
一
号
の
各
規
定
は
遥
法
二
四
条
に
違
反
し

て
無
効
で
あ
る
と
は
い
え
な
●
い
と
し
《
夫
婦
の
氏
腱
関
す
る
法
倒
度
に
つ

い
て
は
、
図
会
に
お
い
て
、
国
民
の
様
々
な
意
見
や
社
会
の
状
況
の
変
化

等
を
十
分
に
踏
ま
え
た
真
撃
な
譲
詰
が
き
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
し
た

（
多
致
童
見
、
補
足
童
見
付
加
）
。
・

裁
判
官
と
し
て
の
心
梢
え

我
判
の
遥
終
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
て
い
る
最
商
裁
判
所
の
判
事
と
し

て
、
日
々
、
重
大
な
責
任
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。

価
値
観
が
多
様
化
し
た
現
代
の
日
本
で
は
、
解
決
が
難
し
い
紛
争
が
増

え
、
ま
た
、
社
会
の
複
雑
化
・
科
学
技
術
の
進
展
等
に
と
も
な
い
、
新
し
い

法
的
問
題
も
生
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て
、
行
政
提
閃
で

の
執
務
等
こ
れ
ま
で
の
経
験
も
生
か
し
、
事
案
を
多
魚
釣
に
と
ら
え
て
験
点

を
漆
く
検
討
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
、
よ
り
妥
当
な
判
断
に
至
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
、
公
正
な
裁
判
の
た
め
に
、
芽
力
を
錠
け
て
ま
い
り
ま
す
。

最
高
裁
判
所
判
事

お
か
む
ら
か
ず
み

岡
村
和
美

１
丁

昭
和
三
二
年
一
二
月
二
三
日
生

Ｉ
Ｔ

裁判官岡村和美

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

硬
‐
ｊ
蕊

蕊
蜜
一
い
一
ｍ
■
型

略
塵

兵
庫
県
神
戸
市
に
生
ま
れ
、
東
京
都
大
田
区
、
小
平

市
等
で
過
ご
す
。
麻
布
高
等
学
校
、
東
京
大
学
浅
学

部
を
卒
藁
。

昭
和
五
七
年
四
月
検
曝
に
任
命
．

以
後
、
東
京
、
宇
都
宮
、
福
岡
、
名
古
屋
の
各
地
検
．

長
野
地
検
上
田
支
部
等
に
動
務
す
る
ほ
か
、
法
務
省

刑
事
局
刑
事
法
制
扉
長
．
法
務
省
大
臣
官
房
春
雄
宮

辱
を
務
め
る
。
‘
．
、

平
成
一
二
年
七
月
那
扇
地
検
検
事
正
そ
の
後
か
晶
商
検
検
事

二
二
年
一
二
月
法
務
省
瞬
正
局
長

二
五
年
一
月
逓
高
検
監
察
招
導
部
長
そ
の
後
、
同
公
判
部
畏

二
七
雫
一
二
月
札
幌
商
検
検
事
長

二
九
年
四
月
大
阪
高
検
検
事
長

三
○
年
二
月
最
寓
裁
判
所
判
事

量
高
塑
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
載
判

一
↓
令
和
元
年
九
月
一
三
日
第
二
小
法
廷
判
決

陳
早
湾
に
お
け
る
禰
受
堤
防
の
排
水
門
の
開
放
を
今
じ
た
確
定
判
決
に

対
す
る
国
の
鮪
求
異
望
に
つ
い
て
、
禰
酢
吟
の
共
同
樋
棄
権
に
係
る
厨
求

栴
の
禰
漣
の
み
で
は
異
議
事
由
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し

て
還
し
戻
し
た
（
全
貝
一
致
）
．

二
令
和
二
年
二
月
二
八
日
第
二
小
法
活
判
決
・

ト
ラ
ッ
ク
運
転
手
が
、
会
社
の
食
窃
中
に
起
こ
し
た
交
通
事
故
に
よ
り

第
三
審
に
損
客
を
加
え
、
こ
れ
を
賠
倭
し
た
事
秦
に
お
い
て
、
相
当
と
Ｅ

め
ら
れ
る
額
に
つ
い
て
・
・
会
社
に
対
し
て
求
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し

て
、
厘
判
決
を
破
棄
し
て
慾
し
戻
し
た
（
全
員
一
致
、
‐
補
足
意
見
付
加
）
。

三
令
和
二
年
二
月
一
八
日
大
法
姪
判
決

最
大
較
差
三
・
０
０
倍
の
参
餓
院
（
遺
挙
区
避
出
）
鯉
貝
の
餓
貝
定
数

厘
分
笈
定
に
つ
い
て
、
合
憲
状
懇
・
合
葱
と
し
た
多
数
寛
見
に
対
し
、
投

暴
衝
値
の
不
均
衡
は
逮
薩
状
懇
に
あ
っ
た
と
す
る
意
見
を
付
し
た
。

四
令
和
三
年
二
月
二
四
日
大
法
廷
判
決

市
が
管
理
す
る
都
市
公
国
内
に
孔
子
等
を
配
っ
た
施
股
を
所
有
す
る
法

人
に
対
し
、
そ
の
敷
地
の
使
用
料
を
全
額
免
除
し
た
市
長
の
行
為
は
、
憲

法
二
Ｏ
粂
三
項
に
違
反
す
る
と
し
た
（
多
数
章
塁
。

五
令
和
三
年
四
月
二
六
日
第
二
小
法
廷
判
決

集
団
予
防
接
包
等
僅
よ
っ
て
Ｂ
型
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
に
感
染
し
て
発
症
し

た
慢
性
肝
炎
の
侭
緑
化
後
の
再
発
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
、
そ
の
再
発
の

時
が
除
斥
期
間
の
起
箕
輿
に
な
る
と
し
て
、
原
判
決
を
破
緊
し
て
差
し
戻

し
た
（
全
員
一
致
、
裁
判
長
、
補
足
査
見
付
加
）
。

六
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

夫
蝿
同
氏
制
を
採
用
す
る
民
法
等
の
規
定
を
合
竃
と
し
て
抗
告
を
棄
却

し
た
多
数
承
見
に
対
し
、
法
が
夫
婦
別
氏
の
理
択
肢
を
股
け
て
い
な
い
こ

と
は
憲
法
二
四
条
に
違
反
す
る
と
の
章
見
を
付
し
た
。

裁
判
官
と
し
て
の
心
樹
え

司
法
は
、
国
民
の
主
祖
に
由
来
し
、
そ
の
信
願
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。

蒔
代
と
と
も
に
、
社
会
の
在
り
方
等
が
変
化
す
る
中
で
、
微
々
な
悶
砠
や
困

確
も
生
じ
て
お
り
、
法
の
支
配
と
四
人
の
梅
利
利
益
の
歎
済
と
い
う
、
司
法

が
担
う
責
任
の
愈
さ
を
痛
悪
Ｌ
て
Ｍ
ま
す
。
一
つ
一
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、

壁
実
に
、
事
実
を
見
定
め
、
公
平
で
公
正
な
判
断
を
目
街
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
．
高
い
壊
の
上
か
ら
見
下
ろ
す
と
い
う
婁
勢
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
当
亭
者
の
立
坦
や
思
い
を
理
解
し
、
そ
の
主
喪
に
十
分
耳
を
傾

け
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
ら

の
良
心
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
広
い
視
野
の
下
に
．
多
角
的
な
検
討
と
漂
い

洞
寮
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
と
も
斫
餓
を
重
ね
た
い
と
思
い

ま
す
。

鮫
高
裁
判
所
判
事

・
み
う
ら
．
ま
も
る

三
浦
守

昭
和
三
一
年
－
０
月
二
三
日
生

Ｉ
〒 _卜

’

裁判官三浦守

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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受付年月日 年 月 日

略
医

千
藁
県
千
葉
市
生
主
れ
．
千
素
大
附
屑
小
・
附
円

中
．
県
立
千
秦
高
を
経
て

昭
和
五
三
年
三
月
東
京
大
学
法
学
部
卒
案
、
四
月
司
法
修
胃
生

五
五
年
四
月
弁
腰
士
丑
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
〉

六
一
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
修
士
（
Ｌ
Ｌ
？
Ｍ
，
）

平
成
一
六
年
西
村
あ
き
ひ
法
律
事
務
所
雪
時
の
名
称
『
西
村
と

き
わ
法
律
事
務
所
」
〉
代
変
パ
ー
ト
ナ
ー

一
九
年
東
京
大
学
大
学
院
法
学
吹
抽
学
斫
究
科
客
風
教
授

二
五
年
良
廟
耗
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
軟
授

二
六
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
客
員
歓
授

三
０
年
東
京
大
学
博
士
（
法
学
）

三
一
年
二
月
舷
痛
裁
判
所
判
事

品
寓
戟
判
所
に
お
い
て
間
与
し
た
主
要
な
戴
判

一
令
和
元
年
九
月
一
三
日
第
二
小
法
選
判
決

遡
婁
犠
腱
差
づ
く
朔
受
堤
防
排
水
日
の
開
円
時
求
に
対
す
る
繭
求
異
塵

・
を
理
容
し
た
原
判
涜
を
破
棄
し
た
多
撤
毒
見
の
結
碕
に
賛
同
し
つ
つ
大
要

以
下
の
内
容
の
軍
見
を
途
ぺ
た
。
（
経
済
的
利
益
を
化
体
し
た
権
判
一
世

桑
権
は
こ
れ
に
あ
た
る
）
に
基
づ
く
物
梅
的
爾
求
枢
の
行
使
は
、
の
描
利

侵
害
を
除
去
す
る
た
め
に
要
す
る
安
用
が
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
避

で
き
る
損
害
観
を
上
回
り
、
か
つ
、
②
繭
求
視
者
が
依
っ
た
摂
害
（
将
来

柱
る
損
害
を
含
む
）
が
全
極
弁
慣
さ
れ
て
い
る
堪
合
に
は
、
別
段
の
事
由

が
な
い
限
り
．
樋
利
濫
用
の
法
理
に
よ
っ
て
抑
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
）

二
・
令
和
二
年
二
月
二
八
日
鮪
二
小
法
廷
判
快
（
裁
判
曇
〃

運
送
会
社
の
従
案
貝
（
ト
ラ
プ
ク
運
鮭
手
）
が
就
労
中
に
起
こ
し
た
交

通
事
故
に
関
し
て
当
蝕
従
粟
貝
が
柱
害
者
に
対
し
て
賠
償
金
を
支
払
っ
た

場
合
に
は
そ
の
金
額
の
全
部
又
は
一
鶴
を
会
社
に
対
し
て
求
償
Ｌ
得
る
と

す
る
法
珪
承
見
を
途
ぺ
な
？
え
で
大
要
以
下
の
内
容
の
補
足
意
見
を
付
し

た
．
《
求
償
祖
の
彼
蘭
求
者
が
大
手
上
洛
会
社
で
あ
り
。
晴
求
老
が
同
社

専
従
の
従
桑
貝
で
あ
る
場
合
、
杖
麟
求
老
は
支
払
わ
れ
た
鴎
償
金
の
大
半

を
負
担
す
べ
き
で
あ
り
．
全
額
を
負
担
す
べ
き
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
．

な
ぜ
な
ら
ば
、
賠
償
金
の
支
払
い
を
当
蝕
従
栗
貝
の
私
的
負
担
と
す
れ
ば

同
人
に
著
し
い
不
利
益
が
生
じ
る
の
に
対
し
て
、
多
敬
の
運
伝
手
を
用
い

て
運
送
事
察
を
営
む
会
仕
は
変
動
係
数
の
小
さ
い
砿
牢
分
布
に
礎
う
偶
発

的
財
務
事
象
と
し
て
こ
れ
に
合
理
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
．

き
ら
に
、
当
該
会
社
の
最
終
的
な
利
益
帰
属
主
体
で
あ
る
同
社
の
株
主
は

分
散
投
資
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
が
負
担
す
る
リ
ス
ク
を
自
己
の
選

好
に
応
じ
垢
間
共
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
〉

三
令
和
二
年
九
月
一
六
日
館
二
小
法
廷
決
定
（
賦
判
長
）

桑
と
し
て
タ
ト
ゥ
ー
の
鮎
術
を
行
う
こ
と
が
医
師
法
速
反
と
な
る
か
否

か
が
問
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
医
暉
法
遠
反
に
は
な
ら
な
い
と
す
る

法
廷
竃
見
を
途
ぺ
た
う
え
で
大
要
以
下
の
内
容
の
補
足
江
見
を
付
し
た
。

〈
タ
ト
ゥ
ー
の
施
術
が
医
行
為
に
あ
た
る
と
い
う
解
釈
を
と
れ
ば
タ

ト
ゥ
ー
の
施
術
を
某
と
し
て
行
う
者
は
本
邦
か
ら
滴
失
す
る
可
能
性
が
高

い
◇
し
か
し
な
が
ら
、
．
健
全
な
動
懐
か
ら
タ
ト
ウ
ー
の
施
桶
を
求
め
る
者

・
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
奪
え
る
と
（
公
共
空
間
に
お
け
る
タ
ト
ウ
ｉ
の
露

出
の
可
否
に
つ
い
て
餓
薗
を
深
め
る
余
飽
は
あ
る
と
し
て
も
）
タ
ト
ゥ
ー

の
施
栴
に
対
す
る
缶
要
そ
の
も
の
を
否
定
す
べ
き
い
わ
れ
は
な
く
、
そ
の

よ
う
な
雷
要
が
溝
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
ぞ
強
制
的
腱
作
り
出
す
よ

う
な
法
解
釈
を
行
う
こ
と
は
福
利
の
鮫
大
化
と
い
う
立
法
の
理
参
に
反
し

て
い
る
。
》

四
そ
の
他
の
主
要
な
裁
判

参
隈
院
磁
負
の
醸
貝
定
数
配
分
規
定
の
合
査
性
が
問
わ
れ
た
令
和
二
年

一
・
一
月
一
八
日
大
法
廷
判
決
及
び
遍
択
的
夫
燭
別
氏
制
を
採
用
し
な
い
現

行
の
民
法
及
び
戸
魔
按
の
合
鷲
性
が
問
わ
れ
た
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大

法
廷
決
定
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
童
見
及
び
反
対
江
見
を
途
ぺ
た
。

蔵
判
宕
と
し
て
の
心
構
え

法
の
解
覆
が
異
な
れ
ば
人
々
の
行
動
が
変
わ
り
、
人
々
の
行
動
が
変
わ
れ

ば
社
会
の
あ
り
よ
う
が
変
わ
り
主
す
。
司
法
に
は
こ
の
よ
う
な
働
き
が
あ
る

こ
と
を
心
に
刻
み
、
徹
力
な
が
ら
、
丑
か
で
公
正
で
寛
容
な
社
会
の
形
成
に

資
す
る
判
決
・
渋
定
の
作
成
に
領
注
し
た
い
と
考
え
て
い
き
す
。

腫
鱈
最
鎮
判
噴
夢
う
，
婁

衡
鍬
草
野
耕
一

》

昭
和
三
○
年
三
月
二
二
日
生

１
丁

！
’

裁判官草野耕一

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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審査公報掲載文原稿用紙 一

受付年月日 年 月 日

r－ー
一一一一

略
医

福
局
県
生
史
れ
。
父
の
転
助
に
伴
い
、
相
あ
県
、
宮

城
脇
、
山
形
県
、
断
渇
県
で
育
つ
。
宮
域
県
第
一
女

子
高
昨
学
校
（
肖
碑
）
を
卒
婁

昭和五八年三月東北大学法学部卒案六一年四月可綾修習生

六
三
年
四
月
弁
譲
士
登
録
（
第
一
東
京
弁
硬
士
会
）

平
成
六
年
大
月
ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
了
（
Ｌ
Ｌ

Ｍ
・
）

同
年
九
月
海
外
法
律
事
箇
所
勤
務

七
年
一
○
月
弁
硬
士
壁
録
取
鯛

同
年
二
月
公
正
取
引
婁
貝
会
事
窃
緯
局
勤
務

一
○
年
九
月
弁
唖
士
丑
鳳
（
邦
一
東
京
弁
厘
士
会
）

一
六
年
四
月
艮
歴
種
塾
大
学
怯
料
大
学
院
軟
投

一
九
年
四
月
内
閣
府
官
民
競
争
入
札
等
監
理
婁
貝
会
婁
貝

二
四
年
三
月
日
本
放
送
協
会
経
営
婁
貝
・
監
妾
婁
貝

令
和
元
年
二
月
司
法
杖
験
考
壷
婆
員
（
経
済
法
）

二
年
九
月
国
立
大
学
法
人
お
茶
の
水
女
子
大
学
監
亭

三
年
七
月
丑
商
欧
判
所
判
事

丑
高
戴
判
所
に
お
い
て
囲
与
し
た
主
要
な
盆
判

最
高
戴
判
事
錠
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
特
に
配
す
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
●

竜
判
官
と
し
て
の
心
鯛
え

ゑ
寓
鮫
は
「
陵
の
曾
人
」
と
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
桑
に
つ
い
て
公

平
・
妥
迩
な
判
断
を
行
う
こ
と
が
ま
ず
宜
喪
で
あ
り
、
同
時
に
、
最
高
敏
の

判
断
が
先
例
・
規
凰
と
し
て
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
く
か
、
禄
々
な
事
案

に
お
い
て
ひ
と
り
ひ
と
り
の
国
民
や
社
金
低
済
に
与
え
る
影
旬
を
忽
定
Ｌ
・

「
法
」
が
正
し
く
樋
能
す
る
よ
う
蝕
曽
の
努
力
を
し
て
い
く
役
制
を
担
っ
て

い
る
と
孝
え
ま
す
。

こ
れ
童
で
の
弁
腰
士
と
し
て
の
唾
野
、
公
的
活
動
等
で
の
経
職
及
び
日
々

の
生
活
を
通
じ
、
債
伍
観
が
多
嫌
化
す
る
中
で
、
を
ず
．
そ
し
て
稔
に
、
「
法
」

は
何
か
と
問
わ
れ
て
§
て
お
り
、
最
後
の
優
り
厨
と
し
て
の
「
法
」
の
重
畏

性
が
高
皇
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
ｇ
史
し
た
．
飲
判
所
は
こ
の
よ
う
な
期

侍
侭
応
え
て
い
く
こ
と
が
威
要
で
あ
り
、
私
は
、
最
高
戴
判
事
と
し
て
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
事
案
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
と
そ
の
整
っ
て
立
つ
と

こ
ろ
を
丁
車
に
検
肘
し
、
ま
た
、
同
時
に
そ
の
判
断
の
庫
味
す
る
と
こ
ろ
を

大
局
的
に
考
え
な
が
ら
壺
堕
と
向
ｇ
合
っ
て
、
当
放
事
案
の
解
決
と
あ
る

べ
き
法
の
解
釈
と
に
向
け
て
一
所
竪
命
に
努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。こ
れ
ま
で
心
弁
蹟
士
と
し
て
の
戟
責
を
果
た
す
上
で
は
、
女
性
か
否
か
と

い
う
よ
り
は
、
ひ
と
り
の
弁
壊
士
と
し
て
、
依
頼
肴
や
同
僚
か
ら
信
顧
ぎ
れ

ろ
仕
事
を
し
た
い
と
考
え
て
き
ま
し
た
．
敵
判
官
と
な
っ
て
も
司
法
の
一
真

を
担
う
戴
判
官
の
ひ
と
り
と
し
て
侭
頼
し
て
頂
け
る
よ
う
竃
責
を
果
た
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
○
・
し
か
Ｌ
な
が
ら
、
や
は
り
最
高
蚊
を
は
じ
め
と
Ｌ
て

女
性
注
律
家
の
歓
が
堀
え
る
こ
と
、
ま
た
、
法
律
家
に
限
ら
ず
女
性
全
体
に

捜
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
湛

は
、
こ
れ
ま
で
先
睡
方
が
切
り
拓
い
て
く
だ
さ
っ
た
道
を
た
ど
る
こ
と
で
現

在
に
至
っ
て
い
ま
す
．
こ
の
た
び
最
高
戯
判
事
と
し
て
働
く
撞
会
を
頂
く
こ

と
が
で
き
、
今
度
は
私
が
、
よ
り
若
い
世
代
の
女
性
の
壷
、
き
き
や
か
で
す

が
そ
の
一
石
と
な
る
よ
う
勘
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
高
裁
判
所
判
事

わ
た
な
べ
え
り
‐
こ

渡
邉
恵
理
子

昭
和
三
三
年
三
一
月
二
七
日
生

ｌ
ｌ
’

裁判官渡邊恵理子

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。

掲載文は、原寸大で印刷し､原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。

１
２

~=h 「一'一



」 L---ト

審査公報掲載文原稿用紙

受付年月日 年 月 日

略
歴

奈
良
県
大
和
豚
山
市
で
生
き
れ
育
ち
、
埋
立
東
大
寺

学
因
中
学
蚊
、
同
高
等
学
校
を
経
て
、
東
京
大
学
桧

学
輝
を
卒
巣

昭
和
五
八
年
四
月
判
亭
補
任
官

東
京
地
戴
、
広
由
地
矼
、
量
高
鐘
行
政
局
、
同
広
縄

課
艦
秘
香
腺
、
神
戸
地
黄
で
勤
務

平
成
五
年
四
月
判
亭
任
官

神
戸
地
歎
判
事
、
東
京
地
戴
判
事
、
趣
高
歓
行
政
局

湿
長
、
岡
人
事
局
睡
長
、
東
京
地
蝕
判
事
（
鄙
睡

括
）
、
東
京
高
賦
事
称
局
任
等
を
務
め
る
。

二
三
年
一
月
最
高
裁
人
事
局
長

二
六
年
九
月
解
間
域
蚊
所
畏

二
八
年
二
月
東
京
高
戯
判
事
（
郁
睡
琶

三
０
年
一
月
東
京
地
載
所
長
・

同年一二月大厩高戯長官令和三年七月最高段判所判事

最
高
置
判
所
に
お
い
て
関
与
し
た
主
要
な
戯
判

最
商
鼠
判
事
低
任
後
日
が
浅
い
た
め
、
特
に
配
す
べ
き
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
．

飯
判
官
と
し
て
の
心
■
え

「
心
碑
え
」
と
し
て
蛾
も
亙
昼
な
こ
と
は
、
且
銘
審
で
あ
る
叔
商
戯
の
判

断
の
丘
包
を
常
に
自
虻
し
た
上
で
、
樺
々
な
分
野
２
つ
一
つ
の
事
件
腱
つ

い
て
、
中
立
公
正
な
立
掛
か
ら
、
蝕
実
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
判
断
す

る
こ
と
だ
と
掌
え
て
い
室
す
。
そ
の
際
に
は
軍
心
坦
懐
に
じ
っ
く
り
妃
鰍
を

厩
み
込
み
、
多
く
の
人
の
愈
見
を
厳
皿
に
聞
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
変
化
が
滋
し
く
、
価
値
観
の
多
橡
化
が
著
し
い
浬
代
社
会
に
お
い
て
は
、

判
断
の
廷
し
い
事
件
が
飛
厘
的
に
畑
え
て
い
ま
す
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
加
速

す
る
中
。
国
際
的
な
扮
争
も
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
ま
す
．
そ
の
よ
う

な
時
代
に
あ
っ
て
、
我
が
国
の
社
会
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
正
確
に
極
瞳
し

て
将
来
の
在
り
方
を
し
っ
か
り
見
定
め
る
と
と
も
腱
、
世
界
の
動
庖
に
つ
い

て
も
的
薙
腫
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
．
こ
の
よ
う
に
、

陣
岡
的
な
広
が
り
と
空
岡
的
な
広
が
り
と
を
塵
幅
軸
に
し
て
考
え
る
こ
と
を

絶
え
ず
宣
鐡
し
な
が
ら
、
一
つ
一
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
幅
広
い
筏
野
と
躍

軟
な
発
廻
を
も
っ
て
、
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
よ
り
よ
い
判
断
が
で
８
る
よ
う

に
心
掛
け
て
い
且
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
長
年
に
わ
た
っ
て
馳
戴
と
高
戴
で
民
事
飲
判
を
観
幽
し
て
９

重
し
た
。
そ
の
同
．
敵
多
く
の
亭
件
を
担
当
し
ま
し
た
が
、
ど
の
事
件
に
つ

い
て
も
尚
事
考
の
方
た
ち
と
の
餓
薗
を
十
分
に
尽
く
し
、
旺
長
を
丁
寧
腱
検

討
し
、
少
し
で
も
納
得
性
の
高
い
春
理
と
判
断
が
実
現
で
息
る
よ
う
に
と

色
々
な
工
夫
を
重
ね
て
き
ま
し
た
．
そ
れ
と
問
時
に
．
敵
判
を
担
当
す
る
こ

と
へ
の
「
畏
れ
」
の
気
持
ち
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

丘
高
裁
判
事
に
就
任
し
て
か
ら
Ｂ
が
洩
い
た
め
、
国
与
し
た
主
要
な
裁
判

は
あ
り
ま
せ
ん
．
し
か
し
、
下
緑
審
に
お
い
て
積
み
重
ね
て
き
た
経
験
や
そ

の
当
時
の
心
観
え
を
踏
ま
え
、
こ
れ
か
ら
は
、
最
展
審
を
担
う
一
員
と
し

て
、
さ
ら
に
大
き
な
視
点
に
立
っ
て
物
事
を
考
え
る
よ
う
に
好
め
た
い
と
思

い
ま
す
。

好
息
な
甘
嚢
と
し
て
「
塾
風
」
と
い
う
自
粛
が
あ
り
室
す
。
こ
の
官
頻
の

、
味
す
る
と
お
り
．
段
高
位
に
拙
い
て
．
た
く
さ
ん
の
知
忠
を
出
し
合
っ
て

肝
眼
を
尽
く
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
．

蝋
一L

最
高
裁
判
所
判
事

や
す
な
み
り
ょ
う
す
け

安
浪
亮
介

十
昭
和
三
二
年
四
月
一
九
日
生

－

裁判官安浪亮介

備 考

掲載文は、原稿用紙の黒枠内に記載し、又は記録しなければならない。

掲載文は、原寸大で印刷し、原稿用紙の黒枠の線はそのまま掲載するものとする。
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受付年月日 年 月 、日

■
塵

東
京
糧
保
谷
市
（
現
・
西
東
京
市
）
生
ま
れ
。
東
京

軟
育
大
学
（
現
・
筑
波
大
学
）
附
屋
駒
洛
中
学
校
、

円
高
等
学
校
卒
案

昭
和
五
二
年
三
月
東
京
大
学
軟
饗
学
部
牧
喪
学
科
（
国
鹿
関
係
酷
分
科
〉

卒
察

同
年
四
月
外
務
省
入
省

五
五
年
．
七
月
英
国
オ
プ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
社
会
科
学
辱
別
デ
イ

プ
ロ
マ
取
得

同
月
外
葛
省
経
済
局
以
降
、
ア
ジ
ア
局
、
条
約
局
．
在
米

国
大
使
蝕
に
て
勤
務

平
成
二
年
八
月
内
悶
法
馴
局
岱
事
官
袖

四
年
三
月
内
個
法
制
局
鯵
事
官

七
年
一
月
外
瀦
省
欧
亜
局
西
欧
第
二
風
長
以
降
、
同
条
約
岡
法

規
裸
長
、
在
イ
ン
ド
大
使
趣
参
事
官
、
後
に
同
公

使
、
在
英
国
大
使
飽
公
使
と
し
て
勤
務
・

一
四
年
九
月
外
務
肴
北
米
届
参
事
百
以
降
ｐ
図
摩
法
局
審
織
官
．

録
合
外
交
政
筑
局
審
銭
官
と
し
て
囲
務

一
九
年
八
月
在
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
栓
領
事

二
二
年
八
月
外
務
省
国
際
法
局
長

二
四
年
九
月
註
オ
ラ
ン
ダ
特
命
全
抱
大
使

二
五
年
七
月
外
務
審
餓
官

二
八
年
七
月
駐
大
韓
民
圏
特
命
全
棺
大
使

令
和
元
年
一
○
月
駐
英
国
幹
命
全
根
大
使

三
年
二
月
最
高
賦
判
所
判
事

最
塞
叔
判
所
に
お
い
て
閃
写
し
た
主
要
な
鍾
判

一
令
和
三
年
六
月
二
三
日
大
法
廷
決
定

民
法
及
び
戸
崎
怯
に
あ
る
鰭
姻
に
原
し
て
の
夫
田
の
氏
の
定
め
便
間
す

る
規
定
が
憲
怯
二
四
条
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
（
多
数
章
見
）
。
そ

の
上
で
、
夫
局
の
氏
に
関
す
る
法
馴
度
の
合
理
性
に
関
わ
る
事
補
の
賓
化

い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
担
定
が
阿
条
に
通
反
す
る
と
評
価
さ
れ

る
に
至
る
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
こ
の
よ
う
な
注
制
度
に
つ
い
て
は
、
関

連
制
度
も
含
め
、
民
主
主
韓
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

合
理
的
な
仕
組
み
の
在
り
方
を
幅
広
く
検
肘
し
て
決
め
る
よ
う
に
す
る
こ

と
こ
そ
、
事
の
性
格
に
ふ
さ
わ
し
い
解
決
で
あ
る
と
し
た
《
補
足
童
見
付

加
）
。

二
令
和
三
年
九
月
七
日
第
三
小
法
廷
判
決

彼
告
人
が
．
心
神
耗
弱
の
状
餓
に
あ
っ
た
と
し
た
傭
一
審
の
事
実
配
定

に
甑
り
が
あ
る
と
し
て
、
何
ら
事
実
取
詞
ぺ
を
せ
ず
完
全
貸
任
飽
力
を
囲

め
て
自
判
し
た
厚
判
快
に
は
、
法
令
遠
反
が
あ
る
と
断
じ
、
破
豪
差
展
と

し
た
（
全
日
一
致
、
哉
判
長
）
◇

蔵
判
官
と
し
て
の
心
揖
え

一
つ
一
つ
の
事
件
に
鍾
実
に
向
き
合
い
、
そ
の
事
件
の
脊
量
、
事
博
な
ど

を
把
掛
し
．
法
律
の
適
用
に
誤
り
の
な
い
よ
う
に
努
め
、
も
っ
て
、
適
切
な

莉
断
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
鯖
動
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
．
こ
れ

ま
で
の
行
政
官
、
外
交
官
と
し
て
の
経
験
を
生
か
し
、
国
際
的
侭
面
を
有
す

る
事
件
を
含
め
、
偶
別
の
事
件
の
解
決
の
た
め
に
稜
極
的
に
取
り
組
む
と
共

に
、
箇
外
囚
に
共
通
な
謀
題
で
あ
る
高
的
化
、
缶
値
の
多
橡
化
、
デ
ジ
タ
ル

化
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ロ
ン
な
ど
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
辱
と
司
法
に
よ
る

問
■
解
決
の
在
り
方
と
い
っ
た
今
日
的
な
問
厘
の
検
肘
に
も
力
を
注
ぐ
よ

う
、
今
後
と
も
努
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
．

最
高
裁
判
所
判
事

・
な
が
み
ね
や
す
倉
ざ

長
嶺
安
政

’田
和
二
九
年
四
月
一
大
日
生

－

－

裁判官長嶺安政

考
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